
民
法
改
正
（
８
）

　
今
回
の
コ
ラ
ム
で
は
、
賃
貸
借
に

関
す
る
改
正
点
に
つ
い
て
説
明
し
ま

す
。

賃
貸
借
の
存
続
期
間
の
上
限
見
直
し

　
従
前
の
民
法
で
は
、
賃
貸
借
の
存

続
期
間
は
20
年
が
上
限
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
（
借
地
借
家
法
が
適
用
さ

れ
る
も
の
を
除
く
）、
改
正
民
法
で

は
、
上
限
が
50
年
に
延
長
さ
れ
ま
し

た
。

不
動
産
賃
貸
人
の
地
位
の
移
転
に
関

す
る
規
律

　
従
前
の
民
法
で
は
、
不
動
産
賃
貸

人
の
地
位
の
移
転
に
関
す
る
直
接
的

な
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
改
正
民
法
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁

判
例
等
を
踏
ま
え
て
、
不
動
産
賃
貸

借
の
対
抗
要
件
を
備
え
た
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
不
動
産
が
譲
渡
さ
れ
た

と
き
は
、
賃
借
人
の
承
諾
を
要
す
る

こ
と
な
く
、
当
然
に
賃
貸
人
の
地
位

が
譲
受
人
に
移
転
す
る
こ
と
が
明
文

化
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
対
抗
要
件
を
備
え
て
い

な
い
不
動
産
賃
貸
借
の
場
合
で
も
、

不
動
産
の
譲
渡
人
と
譲
受
人
と
の
合

意
に
よ
り
、
賃
借
人
の
承
諾
を
要
す

る
こ
と
な
く
、
賃
貸
人
の
地
位
を
譲

受
人
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
も
明
文
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
不
動
産
賃
貸
借
の
賃
貸
人

の
地
位
が
譲
受
人
に
移
転
す
る
場
合

に
、
敷
金
返
還
義
務
や
費
用
償
還
義

務
は
譲
受
人
が
承
継
す
る
こ
と
と
さ

れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
不
動
産
の
譲
受
人
が
賃
借

人
に
対
し
て
賃
貸
人
の
地
位
の
移
転

を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
不
動

産
の
所
有
権
移
転
登
記
を
具
備
す
る

必
要
が
あ
る
旨
の
規
定
も
新
設
さ
れ

て
い
ま
す
。

不
動
産
賃
貸
人
の
地
位
の
留
保

　
対
抗
要
件
を
備
え
て
い
る
不
動
産

賃
貸
借
に
お
け
る
賃
貸
人
の
地
位
の

移
転
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
例

外
が
あ
り
ま
す
。

　
不
動
産
の
譲
渡
人
と
譲
受
人
が
、

①
賃
貸
人
の
地
位
を
譲
渡
人
に
留
保

す
る
旨
及
び
②
そ
の
不
動
産
を
譲
受

人
が
譲
渡
人
に
賃
貸
す
る
旨
を
合
意

し
た
と
き
は
、
賃
貸
人
の
地
位
は
、

譲
受
人
に
移
転
せ
ず
、
譲
渡
人
に
留

保
さ
れ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
不
動
産
の
譲
渡
人
・

譲
受
人
間
に
は
賃
貸
借
契
約
が
新
た

に
成
立
し
、
譲
渡
人
と
元
々
の
賃
借

人
と
の
間
の
契
約
は
、
元
々
の
賃
借

人
の
承
諾
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
転

貸
借
契
約
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
な
お
、
不
動
産
の
譲
渡
人
・
譲
受

人
間
の
賃
貸
借
契
約
が
終
了
し
た
と

き
に
は
、
譲
渡
人
に
留
保
さ
れ
て
い

た
賃
貸
人
の
地
位
は
、
譲
受
人
に
移

転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

不
動
産
賃
借
人
に
よ
る
妨
害
停
止
請

求
権
・
返
還
請
求
権

　
改
正
民
法
で
は
、
対
抗
要
件
を
備

え
た
不
動
産
の
賃
借
人
は
、
そ
の
賃

借
権
に
基
づ
い
て
、
不
動
産
の
占
有

を
妨
害
し
て
い
る
第
三
者
に
対
し
、

妨
害
の
停
止
や
不
動
産
の
返
還
を
請

求
で
き
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
ま
し

た
。

賃
貸
物
の
修
繕
に
関
す
る
規
律
の
見

直
し

　
賃
貸
人
に
は
、
原
則
と
し
て
、
賃

貸
物
の
修
繕
義
務
が
あ
り
ま
す
が
、

賃
借
人
の
落
ち
度
に
よ
り
修
繕
が
必

要
と
な
っ
た
と
き
は
、
賃
貸
人
は
修

繕
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
が
明
文
化

さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
賃
借
物
の
修
繕
が
必
要
で

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
賃
借
人
が
賃

貸
人
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
ま
た

は
、
賃
貸
人
が
そ
の
旨
を
知
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
貸
人
が
相
当
の

期
間
内
に
必
要
な
修
繕
を
し
な
い
と

き
や
、
急
迫
の
事
情
が
あ
る
と
き
に

は
、
賃
借
人
に
修
繕
す
る
権
限
を
与

え
ま
し
た
。

　
次
回
も
賃
貸
借
に
関
す
る
改
正
点

に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

田
中
伸（
山

下
江
法
律

事
務
所
、

副
代
表
・

弁
護
士
）

広
島
県
三
原
市
出
身
。
広
島
大
学
附

属
福
山
高
校
、
一
橋
大
学
法
学
部
卒

業
。
平
成
９
年
司
法
試
験
合
格
。
平

成
12
年
４
月
広
島
弁
護
士
会
入
会
。

平
成
23
年
度
広
島
弁
護
士
会
副
会
長
。

【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
相
続
、
事
業

承
継
、
交
通
事
故
損
害
賠
償
請
求
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

山
下
江
法
律
事
務
所
の

第98回

平成 30 年５月 15 日
2688 号（第三種郵便物認可） 經濟レポート

− 7 −


